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商標審査基準の視覚化・構造化（ハイパーテキスト化）について（報告） 

 
平成２１年１０月 
特 許 庁 

 
１．作成の背景 

昨年６月１０日に開催された産業構造審議会知的財産政策部会の第１９回

商標制度小委員会において、ユーザーにとって審査基準が一層理解しやすい

ものとする観点から、商標法の条文、審査基準の各項目ごとに関連づけた審

判決や審査事例等について体系的に整理・公表すべく、審査基準等の視覚化・

構造化（ハイパーテキスト化）が求められてきたところ、今般、特許庁ホー

ムページに公表されている「商標審査基準」及び「商標審査便覧」の関連す

る項目ごとに相互にリンクを設定するとともに、さらに、新たに関連する審

判決及び該当条文とリンクの設定を行い、本年８月、ホームページ上で公表

した。 
   
２．基本的構造 

特許庁ホームページに公表されている「商標審査基準」については、各審

査基準の項目ごとに、基準の記載の下に、関連資料として「商標審査便覧」

のタイトルを掲載し、また、関連する審判決へのリンクの足がかりとして「審

判決要約集一覧（第○条第○項第○号）」の文字を掲載している。 
その上で、上記の「商標審査便覧」の各項目の記載の下にも関連する「商

標審査基準」のタイトルを掲載し、「商標審査便覧」と「商標審査基準」は双

方向でリンク可能としている。また、「審判決要約集一覧（第○条第○項第○

号）」の文字からは当該一覧表にそれぞれリンクしている（「参考審判決一覧」

の各個別の事件番号からは、該当の「参考審判決（要約文）」が参照できるよ

うリンクを張っている。）。 
あわせて、「商標審査基準」において引用している条文や準用している他の

審査基準にもリンクを張っている。（別紙参照） 

 

 



「法令データ提供システム

 
（総務省行政管理局）」で

 
条文を参照。

「商標審査便覧」（目次）が

 
掲載されているページへ

 
ジャンプ。

「商標審査便覧」の個々の

 
項目へジャンプ。

「審判決要約集」の一覧表

 
のページへジャンプ。

別紙

【イメージ１】

「商標審査基準」の基本的構造（イメージ）

※「商標審査便覧」と双方向か

 
らリンク可能

【イメージ３】参照



「商標審査基準」の該当す

 
る項目のページへジャンプ。

【イメージ２】

「法令データ提供システム

 
（総務省行政管理局）」で

 
条文を参照。



「審判決要約集」の一覧表のページへジャンプ。

クリックすると、該当する「審判

 
決」の要約文の該当部分に

 
ジャンプする。

【イメージ３】


	12【資料５】ハイパーテキスト化頭紙.pdf
	13【資料５】審査基準ハイパーテキスト別紙イメージ図
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3


